
税務出納課からのお知らせ

町民税・県民税の申告相談
期間は２月 13日～３月 17日です

2/13 木 中田、原、上原 堀之内、北原、 針生 鷹山地区コミュニティセンター
（鷹山地区）

14 金 山道、西 新屋敷１・２
17 月 下折居、上折居、西原、細野 東小手沢、南
18 火 南部１・２ 南部３・４・５

東根地区コミュニティセンター
（東根地区）

19 水 中部１・２ 中部４・５・６
20 木 北部１・２ 北部３・４
21 金 中部３、東部１・２ 東部３・４
25 火 蚕桑１・２ 蚕桑３・８・10

蚕桑地区コミュニティセンター
（蚕桑地区）

26 水 蚕桑６・７ 蚕桑４・５・15
27 木 蚕桑 12・13 蚕桑 11・14・16
28 金 蚕桑９・17・18 蚕桑 19・20
3/4 火 鮎貝３・４・14 鮎貝 10・12

鮎貝地区コミュニティセンター
（鮎貝地区）

5 水 鮎貝１・２ 鮎貝 11、高岡２、深山２
6 木 鮎貝７・８・９ 鮎貝５、高岡１、深山１
7 金 鮎貝 13 鮎貝６、鮎貝 15
10 月 十王１・２ 十王３・４・５・６

中央公民館　２階大会議室
（荒砥・十王地区）

11 火 十王８・９・10 十王７、菖蒲１・２
12 水 下山、佐野原 八幡１・２、貝生２
13 木 貝生１、大瀬 貝生３、新町
14 金 出来町１・２ 横町１、仲町３
17 月 仲町１・２ 上町、横町２、仲町４

令和７年度
（令和６年分）

広報しらたか   2025. 115



18 12 31

●給与収入があり次に該当する方

●農業・営業・不動産など事業所得のある方
●配当や保険満期、資産の譲渡などの所得がある方
●年金受給者で社会保険・生命保険料控除を受けよ
　うとする方
●収入がなく次に該当する方

農業所得がある方へ（販売がある農家）

●持ち物　

❶

❷

［お願い］
❶

❷

営業・不動産など事業所得のある方へ
●持ち物　

報酬・配当所得のある方へ
●持ち物　

給与・年金所得がある方へ
●持ち物　

障害者控除を受けられる方へ
●持ち物　

医療費控除を受けられる方へ
●持ち物　

住宅借入金等特別控除の適用を受けられる方へ
●持ち物

☎84-1810

　

こちらもチェック！
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